
 

令和２年度 部活動入部願い 

令和２年度 美術同好会入会願い 
 

部顧問   殿 

                同好会顧問 殿 

 

 １ 入部する生徒の誓い 

私は，部活動顧問の指導方針に従い，精一杯部活動に取り組みます。 

また，A・B・C・D「あたりまえのことを馬鹿にせず，ちゃんとできる」人になれる

よう努力します。 

特に「あいさつ」「遅刻をしない」「授業に精一杯取り組む」「生徒指導上問題にな

ることはしない」など，他の生徒の手本となれるよう全力で頑張ることを約束します。 

  フ リ ガ ナ 

入部希望者     年  組 氏名           
 

生 年 月 日   平成  年  月  日 

 

 ２ 入部する保護者としての確認事項 

 入部する生徒の保護者として，顧問の部活動方針を理解し，その指導にしっかりと

協力していきます。 

 また，保護者会長の下，保護者会の運営にも協力し，生徒及び顧問を全力で支援し

ていきます。 

保護者氏名                印 
 

住   所   日置市伊集院町                
 

    緊急連絡先                    

 

※健康面でお知らせしておきたいことがありましたらお書きください。 

 

 

 

１．入部手続き方法 

「入部届・美術同好会入会届」（別紙）を保護者で記入のうえ，生徒が 

学級担任の印鑑をもらい，直接顧問に提出する。 

２．手続き期間 

１年生・・・５月１日(金)まで   ２・３年生・・・４月１７日（金）まで 

３．部活動費 

大会参加の費用や登録料，土曜日・日曜日・祝祭日等の生徒引率費として，「２，０００円」を入部届
と同時に納めてください。 

 

※ １年生は「入部届」を提出するまでは見学・体験期間となります。その際は１７：３０完全下校となります。 

※ 美術同好会に関しましては，部活動費は必要ありません。 

 

担任印 顧問印 

  

 

 



令和２年４月  

令和２年度伊集院中学校「部活動入部願い」について 

 

 働き方関連法の施行に伴い、令和元年度から学校においても業務改善が義務付け

られました。特に、部活動については国・県・市から「ガイドライン」が示され、特

に以下の事項について遵守するよう指導がなされています。 

〇 週２回の休養日（平日１日、土・日のいずれか） 

〇 大会参加の上限が１０回まで 

このような動きを受け、本校においても昨年度から部活動の在り方について各部

活動の保護者会長会を年３回程度もち、今後の対応の在り方についての学校側の考

え方を周知し、保護者会と協議を重ねてまいりました。 

その結果、令和２年度から部活動顧問の活動については、以下の３つの対応から教

師自身ができる範囲の活動を選び、顧問を引き受けることとしました。これは、顧問

を無理することなく引き受け、部活動顧問の負担軽減につながるものです。何卒、ご

理解ください。 

 

１ これまでどおり、平日１日、土・日いずれかを休む中で、顧問の方針（計画）に基づき、土・日

も含め各種大会に出場する。 

２ 基本的に平日のみの活動を行い、中体連の大会を中心に試合等に参加する。(土日の練習や各種

大会は顧問の判断に委ねる。)  

３ 活動は平日のみで、試合は中体連主催のみ参加する。 

 

 

 

上記、３つの中から各部活動顧問が選択し、生徒及び保護者に今後の活動の在り方についてお示

しいたします。 

 



部活動の休部・廃部に関する規定 

日置市立伊集院中学校 

 

１ 休部について（４月末で判断） 

  ４月初めに、本校全教職員の意向を確認し、担当する部活動顧問を決定することとなる

が、意向を確認する中で、担当する教職員が決まらない場合は、その年度の部活動を休部

とする。 

   

＜休部になった場合の現部員への対応＞ 

  〇 活動している部活動への転部を認める。 

※ 希望する部活動への「転入部届」を提出することとなる。 

 

 

２ 廃部または休部について 

 ２年連続新入部員の加入がない場合、休部または廃部する。 

※ 廃部にするか休部にするかについては、育成会長の意見も参考にしながら、最終的に

は学校長が判断する。なお、翌年に部員が確保でき、公式戦に参加できる状況にあるか

等（大会参加資格を満たしているか）を判断材料とする。 

 

(1) この規定の改定には，部活動顧問会の承認を必要とする。 

(2) 大会参加資格人数は，鹿児島県中学校体育連盟大会要項ならびに鹿児島県吹奏楽連盟

規定を基準とする。 

(3) 最終的な判断及び決定は，学校長が行う。 

(4) この規定は，令和２年４月１日より施行する。 


